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女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

　ＤＶ被害を発見したり、被害者から相談された場合は、被害者の心情に配慮しつつ、下記の相
談先を伝え、早く相談することを勧めてください。
　早期の相談が被害を軽くする第一歩です。相談は無料で、秘密は厳守されます。

その他、法務局、各市町にも相談窓口があります。
※ＤＶ相談ナビ（0570－0－55210）からも相談窓口につながります。

警察本部警察相談室

県内各警察署の相談窓口

東予子ども・女性支援センター

南予子ども・女性支援センター

月～金　8：30～17：15

月～金　8：30～17：15

機　　関　　名 相　談　時　間 電　話　番　号

月～金 8：30～17：15 
毎　日 18：00～20：00 （※）
　　　　　　  （※相談受付のみ)

配偶者暴力相談支援センター

火～金 8：30～17：30
土 ・ 日 8：30～16：30

毎　日　２４時間
　　　（夜間・土・日・祝日は当直対応）

愛媛県福祉総合支援センター

愛媛県男女共同参画センター

089－927－3490

089－926－1644

089－931－9110
＃9110
各警察署の代表電話番号

0897－43－3000

0895－22－1245

（民生児童委員・人権擁護委員向け）

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）について知っていますか？
　ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、夫婦間、恋人間だけの個人的な問題ではなく、社会的な問
題としてとらえる必要があります。
　このリーフレットは、ＤＶ被害者を支える身近な相談員として地域に根ざした活動をされている方々に、ＤＶについ
ての理解を深めていただくために作成しています。

ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス）
の防止及び被害者の保護について

❼ 愛　　　　媛　　　　県


